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          河川堤防内に係る圧力管等の縦断占用の取り扱いについて（通知）

  このことについて、別紙のとおり処理方針を定めましたので、平成９年４月１日付申請
分からこの処理方針に沿って申請書の事務処理をしてください。

 　　また、圧力管以外の管類の縦断占用についても処理方針の｢設置の基準｣、｢設置位置｣に
  ついては同様の取り扱いとし、｢構造｣については堤外地の状況を勘案の上、十分な  強度を
  有する構造としてください。
    なお、申請書の事務処理にあたり、適用日前の申請についてもなるべくこの処理方針に
　沿うよう申請者への指導をお願いします。
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                       河川堤防内に係る圧力管の縦断占用処理方針


